
静岡県告示第403号 

 海岸法（昭和31年法律第101号）第２条第２項の規定により次の区域を公共海岸に指定する。 

  令和３年４月９日  

                              静 岡 県 知 事  川 勝 平 太 

   静岡県駿河湾沿岸大井川海岸 

〔下小杉地区〕 

 

基点１、２、３、４、５、６、７、８、９、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、 

23、24、25、26、27、28の各点を順次結んだ線及び基点28、基点１の点を順次に結んだ線によって囲まれた

区域 

基準点   焼津市大字田尻字和田 1 番地の二等三角点田尻村 

（北緯 34度 49 分 36秒、東経 138 度 19分 06秒） 

基点１  基準点から 193 度 008分 003秒  3795.84メートルの地点 

基点２  基点１から 212 度 041分 042秒     2.14メートルの地点 

基点３   基点２から 183 度 058分 000秒    7.52メートルの地点 

基点４   基点３から 215 度 017分 033秒   89.14メートルの地点 

基点５   基点４から 214 度 027分 048秒   200.00メートルの地点 

基点６   基点５から 215 度 000分 025秒    44.40メートルの地点 

基点７  基点６から 267 度 050分 026秒      7.48メートルの地点 

基点８   基点８から 215 度 000分 038秒   10.08メートルの地点 

基点９    基点８から 215 度 000分 038秒    48.89メートルの地点 

基点 10   基点９から 142 度 028分 009秒     9.50メートルの地点 

基点 11   基点 10から 214 度 030分 048秒   90.02メートルの地点 

基点 12  基点 11から 214 度 049分 007秒   200.20メートルの地点 

基点 13   基点 12から 215 度 000分 037秒   98.96メートルの地点 

基点 14   基点 13から 140 度 007分 036秒   22.63メートルの地点 

基点 15   基点 14から 204 度 004分 033秒    42.95メートルの地点 

基点 16   基点 15から 120 度 005分 003秒    1.01メートルの地点 

基点 17  基点 16から 209 度 044分 047秒   232.71メートルの地点 

基点 18   基点 17から 218 度 019分 048秒   20.35メートルの地点 

基点 19   基点 18から 207 度 045分 012秒   23.62メートルの地点 

基点 20   基点 19から 201 度 031分 024秒   36.10メートルの地点 

基点 21   基点 20から 189 度 031分 037秒    4.95メートルの地点 

基点 22  基点 21から 110 度 053分 019秒    22.93メートルの地点 

基点 23   基点 22から 023 度 015分 038秒   69.90メートルの地点 

基点 24   基点 23から 021 度 033分 024秒   57.42メートルの地点 



基点 25   基点 24から 032 度 016分 043秒   233.38メートルの地点 

基点 26   基点 25から 033 度 029分 034秒  793.72メートルの地点 

基点 27   基点 26から 305 度 000分 037秒    9.26メートルの地点 

基点 28   基点 27から 327 度 057分 042秒    6.80メートルの地点 


